
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
三
○
―
一
一
四

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
用
地
交
渉
等
手
当
）

（
用
地
交
渉
等
手
当
）

第
二
十
七
条
の
二

用
地
交
渉
等
手
当
は
、
次
の
各
号
に

第
二
十
七
条
の
二

用
地
交
渉
等
手
当
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
が
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
に
必
要
な
土

掲
げ
る
職
員
が
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
に
必
要
な
土



地
の
取
得
等
に
係
る
交
渉
又
は
そ
の
事
業
の
施
行
に
よ

地
の
取
得
等
に
係
る
交
渉
又
は
そ
の
事
業
の
施
行
に
よ

り
生
ず
る
損
失
の
補
償
に
係
る
交
渉
（
土
地
の
取
得
等

り
生
ず
る
損
失
の
補
償
に
係
る
交
渉
（
土
地
の
取
得
等

に
係
る
交
渉
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
業
務
で

に
係
る
交
渉
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
業
務
で

人
事
院
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と

人
事
院
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と

き
に
支
給
す
る
。

き
に
支
給
す
る
。

一

内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
、
農
林
水
産
省
地
方
農

一

内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
、
農
林
水
産
省
地
方
農

政
局
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
、
国
土
交
通
省
地

政
局
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
、
国
土
交
通
省
地

方
整
備
局
、
北
海
道
開
発
局
開
発
建
設
部
若
し
く
は

方
整
備
局
、
北
海
道
開
発
局
開
発
建
設
部
若
し
く
は

地
方
航
空
局
又
は
環
境
省
福
島
環
境
局
に
所
属
す
る

地
方
航
空
局
又
は
環
境
省
福
島
地
方
環
境
事
務
所
に

職
員
（
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

土
地

所
属
す
る
職
員
（
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除

収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第

く
。
）

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
、
第
十
号
、
第

百
十
九
号
）
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま

十
号
の
二
、
第
十
二
号
若
し
く
は
第
二
十
七
号
の
二

で
、
第
十
号
、
第
十
号
の
二
、
第
十
二
号
若
し
く
は



に
掲
げ
る
道
路
、
ダ
ム
、
飛
行
場
等
若
し
く
は
都
市

第
二
十
七
号
の
二
に
掲
げ
る
道
路
、
ダ
ム
、
飛
行
場

公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二

等
若
し
く
は
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

条
第
一
項
の
都
市
公
園
に
関
す
る
事
業
又
は
こ
れ
ら

七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
都
市
公
園
に
関
す
る

の
事
業
に
関
連
す
る
事
業
（
同
号
に
掲
げ
る
施
設
に

事
業
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
に
関
連
す
る
事
業
（
同
号

関
す
る
事
業
又
は
こ
の
事
業
に
関
連
す
る
事
業
に
あ

に
掲
げ
る
施
設
に
関
す
る
事
業
又
は
こ
の
事
業
に
関

つ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

連
す
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


